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情報公開用 
複写無効



　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－
ノ

　　　　　　　　　　　

ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ノ

　　　　　　　　

ノ

ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＼＼

　　　　　　　

＼

　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　

－

　　　　
ー

　　　
＼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　
－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　

＼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　

－－

　　　　　　　　
－

　　

様式第七号の二 （第十条の二関係）

　　　　　　　　

ー

　　

令 和２年１月２４＼日

　　　　　　　　

３１‐環資産届第４８８，１号

　　　

＼

　

（裏 面｝＼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

許 可 番 号

　

第 ユ ３ － １ ０ 」＼０ １ ７２‐６０ 号

　　　　

２ ＼ 積替え保管施設

　

、

　　　　

フラスチック類、．盤属く 賢＼カラス・－コンクリ一小 ｏ 腕

　

カ ー ゴ台 車 ；‐２ 台

　　　　　　

２．７ｏボ

　　　

磁器ぐず

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐号．性呆管 量 合 計

　　

－；※′

　　　

三４３．６１ば

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

キー・（以 下 余白）

．

　

ノ
＼

　　

＼

　　　　　　　　

－

　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｌリサイクル適性 ◎」－．、
＼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

この印刷物は、印刷用の，紙へ

　　　　　　

この許可証には複製の不正防止処置を施してあり ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・リサイクルできますｏ

情報公開用 
複写無効




